
工事監督業務特記仕様書

０５－ポートアイランド団地環境整備造園その他工事監督業務

１ 　本業務に適用する共通仕様書は、別冊資料１の「工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）」とする。

２ 　受託者は、機構と工事受注者が締結した工事の契約内容（契約図書等）、土木工事監督技術基準

（令和2年度版）、造園工事監督技術基準（令和2年度版）、土木工事施工管理基準（令和2年度版）、

造園工事施工管理基準（令和2年度版）、建設工事等事務取扱要領（平成16年版）及び保全工事事務

取扱要領（平成28年度版）に基づき、完全に履行されるよう工事監督業務を行うものとする。

３ 　受託者は、「別表」の工事について工事監督業務を行うものとする。

４ 　受託者は、月毎の配員構成を作成し「業務実施計画書」により機構担当職員に提出しなければな

らない。各技術者の資格基準値は表－１による。

５ 　受託者は、機構担当職員と業務の処理に係る協議を行い、又は承諾若しくは指示を受けた場合は、

その都度「業務打合せ記録簿」を２部作成し、うち１部を機構担当職員に提出して確認を受けなけ

ればならない。

６ 　受託者は、監督業務の履行日毎に「業務処理結果報告書」を作成し、機構担当職員の要求ある都

度、速やかに提出して確認を受けなければならない。

　また本業務の完了時には、本業務の全履行期間に係る「業務処理結果報告書」を提出すること。

７ 　受託者は、業務の実施に必要な設備、備品等を備え付けなければならない。但し、現場監督員事

務所は委託期間中貸与するものとする。

８ 　受託者は、監督する工事に設計変更が生じた場合は、受託範囲内における変更資料を作成し、機

構担当職員に提出しなければならない。

９ 　受託者は、事前に所轄住まいセンターとの協議（居住者への周知、施工計画書、共通仮設）を行

い、承諾を得るものとする。

10 　駐車場利用車両に係る対応について

  受託者は、駐車場及びその周辺における工事に伴う駐車場利用車両の移動に際し、以下の業務を

総主任と連携し実施すること。当該業務の実施にあたっては、業務着手前に業務計画書を提出し、

業務完了後に報告書を提出すること。

① 駐車場移動計画の確認及び住まいセンターとの調整

② 駐車場仮移動及び戻り通知文書の作成、配布（個別訪問説明を含む）

③ 駐車場仮移動及び戻り状況等の確認、利用者対応等

11 　受託者は、現場における安全、その他の規則については関係法令等を遵守するとともに工事受注

者に対し、これらを厳守させるよう指導監督しなければならない。

12 　受託者は、別冊資料２の「監督員検査行為 計画・実施チェックシート(例)」及び別冊資料３の

「監督記録」に基づき立会い・確認時における①監理項目、②検査行為の実施計画（確認時期、数

量、頻度及び確認回数）、③検査行為等の結果、④立会等の箇所及び指摘箇所、を詳細に記録し、

機構担当職員の確認を受けること。

13 　各工事の工期末からの14日間については、下記の業務を行うものとする。

① ｢工事監督業務共通仕様書（Ⅱ）」第26条第2項から第6項に定める業務

② 関係官庁検査立会業務   

③ 当機構の引継業務

業務名称：
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14 　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

(1) 　工事の施工（履行）に際して、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」

という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速

やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

(2) 　(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内

容を記載した文書により委託者に報告すること。

(3) 　暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

委託者と協議を行うこと。

15 　共通仕様書第３条及び第４条に係る資格基準（表－１）

(1) 　土木及び造園に関する工事の場合

①

②

③ 土木学会認定（上級又は一級）土木技術者の資格を有する者

④ ＲＣＣＭの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者

⑤

注）上記の他、入札説明書による。

① １級(土木又は造園)施工管理技士の資格を有する者

②

③ 職務経験等により①と同等の能力を有すると認められる者

(2) 　建築に関する工事の場合

① １級建築士の資格を有する者

② 職歴、経歴により①と同等の能力を有すると認められる者

① 主任監理員の資格基準には満たないが、相当の能力を有すると認められる者

(3) 　電気設備に関する工事の場合

①

②

③ ①、②と同等の能力を有する者

①

② ①と同等の能力を有する者

主任監理員 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士（電気電子部門）、電気主任技術者、電
気工事施工管理技士（１級、２級）の資格を有する者
第１種電気工事士の資格取得後２年以上又は第２種電気工事士の資格取得後２年以
上の実務経験を有する者

監　理　員 主任監理員と同等の資格又は大学卒業後５年以上の電気設備に関する実務経験を有
する者又は高校卒業後10年以上の電気設備に関する実務経験を有する者

主任監理員

監　理　員

共通仕様書
に定める受
託者の体制

資  格  基  準

主任監理員

原則として、２級(土木又は造園)施工管理技士の資格を取得後４年以上の実務経験
を有する者

共通仕様書
に定める受
託者の体制

資  格  基  準

共通仕様書
に定める受
託者の体制

資  格  基  準

管理技術者 技術士（建設部門又は総合技術監理部門）の資格を有し、技術士法（昭和58年法律
第25号）による登録を行っている者
１級(土木又は造園)施工管理技士の資格を有し、建設業法（昭和24年法律第100号）
による合格者証の交付を受けている者

公共工事等を発注する国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人の技術
職としての実務経験を25年以上有する者
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(4) 　機械設備に関する工事の場合

①

②

① 主任監理員の資格基準には満たないが、相当の能力を有すると認められる者

注１） 資格は、職階毎に、何れかの条件を満たしていればよいものとする。

注２） 複数の工種の資格基準を満たす者は、それらの工種を兼任することができる。

16

表１　出来形及び品質の検査

１

２

３

４

５

６

７

表２　工事の実施状況の検査

１ ・ 工事請負契約書 ○

・ 共通仕様書

２ ・ 工事計画書、施工計画書 ○  

・ 工事記録、その他関係書類

○

３ ・ 実施工程表 ○

・ 工事記録

４ ・ 契約書、設計図書 ○

・ 工事記録 ○

○

安全管理 安全・衛生管理状況

交通処理状況及び処置内容

関係法令の遵守状況

工事施工状
況

指示、承諾、協議事項などの処理内容、支給材
料、貸与品及び工事発生品の処理、その他の施
工状況

工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状
況、現場管理状況

工程管理 工程管理状況及び進捗状況

その他 状況に応じて実施

項　目 関係書類 留意事項

契約書など
の履行状況

工事請負契約書、共通仕様書に基づく契約提出
書類(施工体制台帳等)の処理内容及び履行状況

地盤改良工 施工状況が確認できる時期

排水工（管・マンホール等の施設　等） 各施工状況、施工完了が確認できる時期

道路工（路盤、道路付属物の基礎　等） 各施工状況、施工完了が確認できる時期

基礎工　（基礎材、杭基礎　等） 施工状況が確認できる時期

コンクリート工（配筋、打設面　等） 配筋の状況が確認できる時期

擁壁工（基礎、裏込め材　等） 基礎、裏込め材等の施工状況が確認できる時期

　受託者は、工事請負契約書第31条による検査の他、機構の発意により指導検査を行う場合には、

これに立会うものとする。なお、指導検査は、機構の指示により実施するものであるが、その実施

時期等については受託者が機構担当職員と協議するものとする。

指導検査の内容は、表１の「出来形及び品質の検査」とし、低入札価格工事においては表２の「工

事の実施状況の検査」を早期に１回実施するものとする。

項　目 実施時期

主任監理員 技術士（衛生工学部門）、管工事施工管理技士（１級及び２級）又は学会設備士の
資格を有する者
①の他、大学卒業後６年以上又は工業高等学校卒業後10年以上の実務経験を有する
者、若しくはこれに準ずる者

監　理　員

共通仕様書
に定める受
託者の体制

資  格  基  準
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17

(1) 　土木工事監督技術基準に定める「監督実施内容表1.（3）（施工体制の把握）」は、別冊資料

   「施工体制の把握について」により行うものとする。４の「施工体制の把握について」により行うものとする。

(2) 　業務の一部再委託

　監督業務委託契約書第6条第2項の規定により、あらかじめ委託者の承諾を受け業務の一部を

第三者に委託し、又は、請負わせることができるものは次に掲げる場合をいう。

① 　電気、機械等職種業務で、土木及び造園職種業務を除いた業務量が少ない場合

② 　監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な場合

③ 　監督業務の一部で専門的な技術（特殊工法など）を要する場合

(3) 　総合評価方式工事における技術提案内容の確認

　受託者は、工事発注部署から通知される技術提案内容と工事受注者から提出される総合評価

計画書の内容について、工事受注者、工事監督部署、工事発注部署の三者で確認するものとす

る。なお、確認された総合評価計画書については、報告・協議書により、工事受注者から工事

発注部署に報告させるものとする。

(4) 　法令等に基づく届出等チェックリスト

　受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて、工事受注者

より、別冊資料13の「法令等に基づく届出等チェックリスト」を、施工計画書等と併せ、当該

工事着手に必要な時期までに、提出させ、これを確認する。

　受託者は、確認済み「法令等に基づく届出等チェックリスト」を機構担当職員及び設計担当

者に提出する。

　工事期間中は「法令等に基づく届出等チェックリスト」の届出等提出予定日までに当該届出

等が提出されているか確認を行い、提出されていない場合は、機構担当職員及び設計担当者に

報告する。

(5) 　「工事監督業務特記仕様書」 の 「機構担当職員」 とは、主務地の所轄工事事務所長をいう。

(6) 　本業務の履行にあたり、工事規模、内容等により,監督業務の執行に支障がないと判断される

場合は、主任監理員は管理技術者を兼務することが出来る。　

(7) 　業務成績評定

　本業務は、業務成績評定対象業務である。受託者には、業務完了後業務成績評定点を通知す

る。なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する

ことがある。

(8) 　個人情報等の取扱い

　受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これ

に基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。

(9) 　工事受注者及び下請負人の社会保険等への加入の有無に関する確認

① 　受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建

設業者について「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。

② 　「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、受託者は、総括

監督員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。

(10) 　検査行為の立会い・確認頻度

　「土木監督技術基準」及び「除却監督技術基準」における検査行為の立会い・確認頻度につ

いては、別冊資料14による。

　監督対象工事が低入監督を要する場合は、受託者は、別冊資料16の「低入札価格工事におけ

る低入監督計画書の作成について（案）」により、委託者が策定する低入監督方針を踏まえ「

低入監督計画書」を作成し、機構担当職員の承諾を得ること。

　受託者は、「低入監督計画書」に基づき、検査行為の立会い・確認を行うこと。

　その他      
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(11) 　労災保険の加入状況確認

　受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届（写）※を確認し、労災保険関係成立

票と突合確認を行い、機構担当職員へ報告すること。

※ 　または労災保険加入証明書等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るもの

(12) 　安全管理状況の点検

　委託者及び総主任業務受託者により、監督対象工事の工事受注者による安全管理の状況を、

不定期に点検するので、受託者は点検に協力すること。

(13) 　安全巡回点検

　委託者は、受託者の業務履行状況の点検確認を行うので、受検に協力すること。

　確認回数は２回程度を見込むが、確認時期については別途通知する。

(14) 　健康増進法の一部を改正する法律に係る対応

　受託者は、喫煙を行う場合は、監督対象工事で設置された屋外喫煙所で喫煙を行うこと。

　また、団地内の住戸等を監督員事務所として使用する場合において、隣戸への受動喫煙防止

のためベランダ等での喫煙は行わないこと。

(15) 　居住者への対応・配慮

　本業務は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者（及び近隣住民等）に対する

配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。

(16) 　居住者動線への配慮

　居住者動線と錯綜する箇所の施工に当たっては、工事受注者が事前に作成する計画（①立入

措置、②安全な歩行者通路の明示、③交通誘導警備員の配置）について、当該箇所の施工前に

確認すること。

(17) 　近隣居住者への配慮

　近隣に騒音等の影響が生じる可能性のある場合は、工事受注者が事前に、近隣の集合住宅、

施設等にも工事ビラ配布等により周知を実施することを確認すること。

(18) 　貸与品等

　委託者は、２に示す業務の実施に必要な図書類を受託者に貸与するものとする。

(19) 　事故事例

　施工する同種工事の事故事例について工事事務所に照会のうえ、内容を確認すること。

　なお、工事受注者より提出された工事計画書について、不足等がある場合にはさらに詳細な

工事計画書の作成を指示すること。なお、必要に応じて作業手順書を確認すること。

(20) 　工事工程について

　監督対象工事の現場説明書記載内容「工期末の２週間前には、検査受験が可能な現地状態に

なるよう努めること（片付け・清掃・書類整理は除く）（指定工期末・一部完成検査を含む）」

となるよう、確認指導を行うこと。

(21) 　整備会議への協力について

　監督対象工事の序盤（１回）及び終盤（指定工期末・工期末の各１回）の計３回実施する管

理部門等との現地立会確認会議（整備会議）にあたり、委託者に協力すること。

(22) 　週休２日促進工事

① 　本業務の監督対象工事は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工

事（発注者指定方式）である。

② 　当該工事における週休２日の考え方は、以下のとおりである。

イ 　「週休２日」とは、対象期間において、４週８閉所以上の現場閉所を行ったと認め

られる状態をいう。

ロ 　「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成

日までの期間をいう。なお、準備期間、年末年始、夏季休暇、工場制作のみを実施し

ている期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外と

した内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）

は含まない。
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ハ 　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場

合を除き、当該工事請負契約に含まれる全ての履行中工事の現場において、現場事務

所での事務作業を含め、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

ニ 　「４週８閉所以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」

という。）が、28.5％（８日／28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉

所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日

数に含めるものとする。

られる状態をいう。

③ 　工事受注者より、現場閉所日について協議依頼があった場合、協議に応じ、必要に応じ

て機構が発注する同一及び近接工区の工事との調整等を行うものとする。

④ 　受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成した週休２日の取得計画が確認できる現場

閉所予定日を記載した「実施工程表」等の確認等を行うものとする。なお、同一工区内に

機構が発注する他工事の受注者がいる場合には、互いの工事の進捗に影響が出ないように

調整がなされた「実施工程表」であるか確認するものとする。工事着手後に、工程計画の

見直し等が生じた場合には、その都度、工事受注者が見直した「実施工程表」等の確認等

を行うものとする。

⑤ 　受託者は、工事受注者が作成する｢現場閉所日｣が記載された「実施工程表」、「現場閉

所届（休工届）」、「取得報告書」等により、対象期間内の現場閉所日数の確認等を行う

ものとする。また、工事完了後は、工事受注者が作成した週休２日の取得結果が確認でき

る「取得報告書」等により、週休２日の達成状況を確認するものとする。

⑥ 　受託者は、週休２日促進工事である旨が、仮囲い等に明示されているか、確認等を行う

ものとする。

⑦ 　現場閉所が困難となった場合には、受託者は工事受注者に当該理由を確認の上、対応策

を協議するものとする。なお、工事受注者より、幹事工区の実施方法について協議依頼が

あった場合、協議に応じ、必要に応じて関連工事との調整等を行うものとする。

(23) 　業務環境の改善について

　本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するも

のとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙「ウイークリースタンス実施要領」

及び「打合せ記録簿記載例」に基づき、担当職員と確認・調整した内容について取り組むもの

とする。

以　上
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工事監督業務委託特記仕様書  ( 別　表 )

０５－ポートアイランド団地環境整備造園その他工事監督業務

一般
施工

重点
監督 原 工 期 変更工期 原履行期間 変更履行期間

Ｒ６年３月下旬
(契約締結日の
翌日）

Ｒ６年３月下旬
(契約締結日の
翌日）

　～ 　～

R10.5.22 R10.6.5

工事監督業務件名

№ 工  事  名  称
概略施工規模
（整備面積）等

工事等種別
管理方式 工事工期 監督履行期間

備　考

1
０５－ポートアイランド団地
環境整備造園その他工事

○道路舗装工　9,600㎡
○駐車場舗装工　9,900㎡
○排水工（雨水・汚水・清掃）　6,200m
○園路広場整備工　5,000㎡
○施設整備工（遊具・ベンチ・サイン等）　１式
○電気設備工　１式
○雑工作物工(車止め、フェンス等)　１式
○植栽工：高木・中低木・地被　１式

舗装工
園路工
排水工
施設整備工
植栽工
電気設備工

○
（総合評価方式）
（週休２日促進工事）

注1）上記工事期間及び監督履行期間については予定であり、変更が生じた場合には軽微なものを除き変更対象とする。
　当初契約の業務には、管理技術者：50人工、土木・造園に関する主任監理員：525人工（駐車場利用車両に係る対応要員は73人工）、電気に関する主任管理員：２人工、監理員：６人工を見込
むものとする。
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工 事 名 称

履 行 場 所

業 務 概 要
□工事施工範囲（約7.8ｈａ）
　○道路舗装工 約 9,600 ㎡
　○駐車場舗装工 約 9,900 m
　○排水工（雨水・汚水・清掃） 約 6,200 m

　 　○園路広場整備工 約 5,000 ㎡
　○施設整備工（遊具・ベンチ・サイン等） 1 式
　○電気設備工 1 式
　○雑工作物工(車止め、フェンス等) 1 式
　○植栽工：高木・中低木・地被 1 式

競 争 参 加 資 格 通 知 日 開 札 予 定 日

履 行 期 間

位 置 図 神戸新交通ポートアイランド線「みなとじま」駅下車徒歩5分　ターミナル駅：三宮駅

業 務 概 要 書

令和6年3月下旬（契約締結の翌日）～令和10年6月5日

令和6年2月26日（月）

０５－ポートアイランド団地環境整備造園その他工事監督業務

下記工事内容に係る工事監理一式

令和6年3月14日（木）

兵庫県神戸市中央区港島中町三丁目他

：本工事範囲

後工区

先工区

分譲
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別紙 

ウイークリースタンス 実施要領 
 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）第22 条に基づく「発注関係

事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改

善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、

原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間で設定

する。 

① 休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③ 休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。 

⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（ｗｅｂ会議の積極的な活用等）。 

(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を

見直すことができる。  

(3) (1)によらず、やむを得ず受託者に作業依頼を行う場合には、担当職員から管理技術者に対して

依頼内容とその理由を明確に指示する。 

(4) 緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初

回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

(2) 受託者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿

に整理する。 

 

以 上 
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打合せ記録簿記載例 

 

対象業務：●●団地●●工事監督業務   受託者 ：●●●● 

１ 初回打合せ時 

ウイークリースタンス取組内容 
取組内容 特記事項※2 実施※3 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としな

い。 

 
■ 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 
 

■ 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新た

な依頼をしない。 

 
■ 

④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 
 

■ 
⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

 
■ 

⑥その他の項目※1 
 

－ 

※1 ①～⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する。 

※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する。 

※3  実施する項目を「■」とする。 

 
２ 成果品納品時 

ウイークリースタンス取組内容及び実施結果 
取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としな

い。 
■ 

  

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 ■ 
  

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新た

な依頼をしない。 
■ 

  

④昼休みや17時以降の打合せは行わない。 ■ 
  

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 ■ 
  

⑥その他の項目 － 
  

※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選

択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。 
 

効果・改善点等※5  
 

※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容（（例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た）

などを記入する。 
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